
 

第 ２８ 号 議 案 

 

 

 

   職員の旅費支給に関する条例の一部改正の件 

 

 職員の旅費支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

 

  令和 ８ 年 ３ 月１２日 提出 

                 

                 

                 

                  敦賀市長  米 澤 光 治    
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   職員の旅費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

 職員の旅費支給に関する条例（昭和２６年敦賀市条例第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （宿泊費）  （宿泊費） 

第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要

する費用とし、その額は、国家公務員

等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省

令第４５号）別表第２に規定する職務

の級が１０級以下の者の欄（市長及び

副市長にあっては、同表に規定する指

定職職員等の欄）に定める額（次条に

おいて「宿泊費基準額」という。）と

する。ただし、当該宿泊に係る特別な

事情がある場合として規則で定める場

合は、当該宿泊に要する費用の額とす

る。 

第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要

する費用とし、その額は、地域の実情

及び旅行者の職務を勘案して別表第１

に定める額（次条において「宿泊費基

準額」という。）とする。ただし、当

該宿泊に係る特別な事情がある場合と

して規則で定める場合は、当該宿泊に

要する費用の額とする。 

  

 （宿泊手当） （宿泊手当） 

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行

に必要な諸雑費に充てるための費用と

し、その額は、通常要する費用の額を

勘案して別表に定める１夜当たりの定

額とする。 

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行

に必要な諸雑費に充てるための費用と

し、その額は、通常要する費用の額を

勘案して別表第２に定める１夜当たり

の定額とする。 

２ （略） ２ （略） 
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 （準用）  （準用） 

第２２条 この条例に定めるものを除く

ほか、旅費の支給に関しては、国家公

務員等の旅費に関する法律（昭和２５

年法律第１１４号）、国家公務員等の

旅費に関する法律施行令（令和６年政

令第３０６号）及び国家公務員等の旅

費支給規程を準用する。 

第２２条 この条例に定めるものを除く

ほか、旅費の支給に関しては、国家公

務員等の旅費に関する法律（昭和２５

年法律第１１４号）、国家公務員等の

旅費に関する法律施行令（令和６年政

令第３０６号）及び国家公務員等の旅

費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４

５号）を準用する。 

 別表第１を削り、別表第２を別表とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行について

は、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 国家公務員等の旅費支給規程の一部改正に伴い、宿泊費基準額の改定を行いた

いので、この案を提出する。 

-3-


